
①介護サービス費（1日）

※　個別に算定する加算項目とそのご利用者負担額について

※　被爆者健康手帳所持者について

②食費・滞在費（1日）

※　食費は朝食400円、昼食（おやつを含む）600円、夕食500円となり、

　　お召し上がりになった分のみ請求させていただきます。

　　ただし、負担限度額認定証をお持ちの方については、認定証に記載されている

　　負担金額が1日のお支払いいただく上限となります。

多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室

776 1,156 892 1,272 937 1,317 1,009 1,389 1,086 1,466 1,160 1,540 1,233 1,613

1,506 1,556 1,622 1,672 1,667 1,717 1,739 1,789 1,816 1,866 1,890 1,940 1,963 2,013

1,906 2,356 2,022 2,472 2,067 2,517 2,139 2,589 2,216 2,666 2,290 2,740 2,363 2,813

2,206 2,656 2,322 2,772 2,367 2,817 2,439 2,889 2,516 2,966 2,590 3,040 2,663 3,113

3,191 3,507 3,307 3,623 3,352 3,668 3,424 3,740 3,501 3,817 3,575 3,891 3,648 3,964

3,667 3,983 3,899 4,215 3,988 4,304 4,133 4,449 4,287 4,603 4,435 4,751 4,581 4,897

4,143 4,459 4,491 4,807 4,624 4,940 4,842 5,158 5,073 5,389 5,295 5,611 5,513 5,829

◎　その他費用

令和7年4月1日

短期入所生活介護事業所光清苑　料金表　　　

特別養護老人ホーム光清苑（空床利用）料金表　（令和7年4月～）
単位：円

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

1割負担 476 592 637 709 786 860 933

1,720 1,866

3割負担 1,428 1,776 1,909 2,127 2,358 2,580 2,798

2割負担 952 1,184 1,273 1,418 1,572

個別に算定する加算がある場合には別途ご負担が発生します

別紙「加算項目及びご利用者負担額」にてご確認ください。

被爆者健康手帳所持者は上記の自己負担額及び個別に算定する加算分について

公費助成されます。

単位：円

食費（朝昼夕） 滞在費（多床室） 滞在費（個室） 食事滞在費（多床室）合計 食事滞在費（個室）合計

料金（1日） 料金（1日） 料金（1日） 料金（1日） 料金（1日）

第１段階 300 0 380 300 680

第３段階① 1,000 430 880 1,430 1,880

第２段階 600 430 480 1,030 1,080

第４段階 1,800 915 1,231 2,715 3,031

第３段階② 1,300 430 880 1,730 2,180

第１段階（1割負担）

第２段階（1割負担）

第３段階①（1割負担）

第３段階②（1割負担）

第４段階（1割負担）

第４段階（2割負担）

③１日の利用料金総額（①介護サービス費＋②介護保険外サービス費）　　 単位：円

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

レクリエーション材料費 実費 個別希望の外出買い物費用 実費

口腔ケア用品 実費

第４段階（3割負担）

項目 費用 項目 費用

特別な食事 実費 テレビ電気代 15円/日



１割 2割 3割

13円 26円 38円

59円 118円 177円

13円 26円 38円

7円 13円 19円

25円 49円 73円

14円 28円 42円

62円 123円 184円

68円 135円 203円

16円 32円 48円

211円 422円 633円

127円 254円 380円

195円 389円 583円

95円 190円 285円

-32円 -64円 -95円

53円 106円 159円

9円 17円 26円

4円 7円 10円

11円 21円 32円

24円 47円 70円

機能訓練指導員配置加算
常勤の機能訓練指導員を配置した場合

令和7年4月1日

加算項目及びご利用者負担額

加算項目 内　　容

個別機能訓練加算
個別の計画に基づいて機能訓練等を行なった場合

看護体制加算Ⅲイ
常勤看護師を１名配置した場合

医療連携強化加算
医療機関と緊急時の医療提供の方針について取り決めをした

場合

看護体制加算Ⅲロ

看護体制加算Ⅳイ
基準を上回る看護職員の配置及び、オンコール体制を整備

看護体制加算Ⅳロ

認知症緊急対応加算
認知症症状等により緊急的なサービス利用を受け入れた場合

看取り連携強化加算
事業所にて看取りケアを行う場合（７日間）

夜間職員配置加算Ⅲ
夜勤時間帯（17：00～翌9：00）に基準を上回る配置がある

場合

若年性認知症受入加算
若年性認知症の方が短期入所生活介護を利用した場合

送迎加算
利用者の自宅から当該施設まで、当該職員が送迎した場合

（片道につき）

緊急短期入所受入加算
緊急の利用者を受入した場合

長期利用者提供減算
連続60日を超えて短期入所生活介護を利用する場合には減算

認知症専門ケア加算Ⅰ
認知症介護実践リーダー研修修了者、認知症介護指導者研修

修了者を一定数以上配置

口腔連携強化
口腔の健康状態の評価を実施し歯科医療機関や担当する介護

支援専門員へ情報提供する場合

療養食加算
医師の発行した食事箋に基づいて食事を提供する場合

介護職員等処遇改善加算 利用状況による

生産性向上加算
生産性向上の取り組みを行いその成果をLIFEに提出する場合

サービス提供体制加算Ⅰ
介護福祉士の有資格者を介護職員全体の80％以上配置

もしくは、勤続１０年以上介護福祉士３５％以上

介護職員の処遇改善の取り組みをしている場合

基本単位数及び各種加算の総単位数×14％


